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南海トラフ巨大地震の被害想定について（最大被害想定時の被害軽減効果） 

 

 

 
最大の想定死者数 323,000 人（地震動：陸側、津波：ケース①、冬深夜、風速８m/s、早期避難率低）

について、最大限の防災対策等※を見込んだ場合の想定死者数 
※現時点で実施率等を定量的に見込むことができる対策について最大限考慮したものであり、更なる

耐震性の強化、避難施設の整備、土地利用等の中長期的な対策については見込んでいない。 
 

 建物被害 約 82,000 人 → 約 15,000 人 
 津波 約 230,000 人  → 約 46,000 人 
 急傾斜地崩壊 約 600 人 → 0 人 
 火災 約 10,000 人 → 約 300 人 
 ブロック塀等 約 30 人  → 0 人 
 合計 約 323,000 人 → 約 61,000 人 
 
【想定で見込んだ防災対策の内容】 
○建物被害 

・建物の耐震化率 100%の達成 
・家具等の転倒・落下防止対策実施率 100%の達成 

 
○津波 
・全員が発災後すぐに避難開始 
・既存の津波避難ビルの有効活用 
・（耐震化率 100%による、津波被害を受ける自力脱出困難者の減少） 

 
○急傾斜地崩壊 
・急傾斜地崩壊危険箇所整備率 100%の達成 

 
○火災 
・電熱器具等からの出火を防止する感電ブレーカー等の設置の実施率 100%の達成 
・家庭用消火器等の消火資機材保有率の向上等による初期消火成功率の向上 
・（耐震化率 100%による、延焼火災被害を受ける自力脱出困難者の減少） 

 
○ブロック塀等 
・ブロック塀・自動販売機の転倒防止及び屋外落下物対策の実施率 100%の達成 

 

資料：「南海トラフ巨大地震の被害想定について（第一次報告・第二次報告）」 

（中央防災会議 防災対策推進検討会議 南海トラフ巨大地震対策検討ワーキング） 
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【被害最大時】                            【各種防災対策実施時】 



 

 

経済被害に対する防災対策 

（１）資産等の状況                          （２）生産・サービス低下による影響（全国） 
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京都府戦略的地震防災対策推進プランの概要 

 

１ 策定趣旨 

平成２１年４月に策定した京都府戦略的地震防災対策指針（以下「戦略指針」という。）
で定めた減災目標等を達成するため、具体的事業（数値目標、達成時期、実施主体等）
を盛り込んだ「京都府戦略的地震防災対策推進プラン」（以下「推進プラン」という。）
を策定し、地震防災対策を計画的に推進する。 

 

２ 計画期間 

平成２２年度～平成２６年度 

（戦略指針の計画期間である平成２１年度～平成３０年度の前半の５年間） 
 

３ 戦略指針と推進プランの関係 

推進プランは、戦略指針の実施計画として位置付け、戦略指針と推進プランの関係は、
下図のとおりである。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４ 実施主体 

  国、京都府、市町村、防災関係機関、府民、地域、ＮＰＯ、企業、大学等 

 

５ 戦略性の確保 

  減災目標を支える「府民の生命と生活を守る」「京都らしさを守る」「地域力を高め
る」 の３つの柱に重点を置いて事業を推進する。 
 

６ 戦略指針及び推進プランの実施 

 ① 外部有識者で構成する「戦略的地震防災対策推進部会」により、各対策の達成状
況を総合的に評価・検証し、進捗状況を防災会議において報告・公表 

 ② 各実施主体は、進捗状況を自己点検し、順次改善しながら事業を推進する仕組み 

 ③ 部会による評価結果等踏まえ、京都府防災会議は、定期的に指針及び推進プラン
の見直しを実施 

 

①地震に強い京都のまちづくり ⑤災害後の府民生活
②住まいの安全、安心 ⑥京都らしさを保った復興
③地震に強い京都の人づくり ⑦京都経済・活力維持
④行政の危機対応能力の向上

＜ 目標達成のための７つの政策 ＞

「今後１０年間で、東南海・南海地震
の被害を可能な限り抑止するとともに

直下型地震の被害を半減する」

＜減災目標＞

＜推進する具体的な６２の施策項目＞

【例：防災拠点施設の耐震化、学校施設の耐震化 等】

推進プラン：施策項目ごとの具体的事業（３００事業）

＜ ３つの柱 ＞

１ 府民の生命と生活を守る

２ 京都らしさを守る

３ 地域力を高める
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京都府戦略的地震防災対策指針及び推進プランの進捗状況 
 

 
減災目標を設定し、府、市町村、防災関係機関、府民、地域、ＮＰＯ、企業等が連携・

協働して、戦略的に地震防災対策を推進 
 
 
 ＜減災目標＞ 

「今後 10 年間※で、東南海・南海地震による被害を可能な限り抑止すると共に、直下型
地震の被害を半減する」 
※平成２１年度～３０年度の１０年間 

 
＜主な数値目標の進捗状況＞（各施策項目ごとに目標年次等を設定） 
 

項    目 目標数値 現状数値 計画当初数値 

住宅の耐震化率 90％(H27) 78.0％（H20) 74.2％（H15) 

防災拠点となる 
公共施設の耐震化率 80％(H25) 81.9％（H23) 

83.6％(H24 見込) 70.1％（H20)
 

公立小・中学校の耐震化率 90％(H25) 91.5％（H23) 73.4％（H20) 

自主防災組織の組織率 100％(H30) 92.5％（H23) 87.4％（H20) 
※小・中学校の耐震化率→倒壊の危険性が高い施設については、Ｈ２４年度までに１００％目標 

 
 
＜推進プラン進捗状況（H23年度末)＞ 

（単位：事業数、％） 

区 分 完 了 計画どおり進捗 それ以外 合 計 
完了＋計画 
   どおり 

合計 

計 １６ １０５ １７９ ３００ ４０．３％ 

①地震に強い京都のま

ちづくりをすすめる 
９ ２２ ３４ ６５ ４７．７％ 

②地震時の住まいの安
全、地震後の住まいの
安心を守る 

２ ６ １３ ２１ ３８．１％ 

③地震に強い京都の人

づくりを進める 
０ １５ ２７ ４２ ３５．７％ 

④行政の危機対応能力

の向上を図る 
４ ４１ ２６ ７１ ６３．４％ 

⑤災害後の府民生活を

守る 
１ １８ ６１ ８０ ２３．８％ 

⑥京都らしさを保った

復興を実現する 
０ ３ １１ １４ ２１．４％ 

⑦京都経済・活力を維持

する 
０ ０ ７ ７ ０％ 

 



資料４－３ 



津波防災地域づくりに関する法律（平成23年法律第123号）の概要

来 津 害 軽減 全 般 創 ド 施策将来起こりうる津波災害の防止・軽減のため、全国で活用可能な一般的な制度を創設し、ハード・ソフトの施策
を組み合わせた「多重防御」による「津波防災地域づくり」を推進。

概要

津波浸水想定の設定

概要

基本指針 （国土交通大臣）

推進計画の作成

都道府県知事は、基本指針に基づき、津波浸水想定（津波により浸水するおそれがある土地の区域及び浸水した場合に想定される水
深）を設定し、公表する。

津波浸水想定の設定

市町村は、基本指針に基づき、かつ、津波浸水想定を踏まえ、津波防災地域づくりを総合的に推進するための計画（推進計画）を作成す
ることができる。

推進計画の作成

特例措置

津波防災住宅等建設区の創設
都道府県による

集団移転促進事業計画の作成
津波避難建築物の
容積率規制の緩和

津波防護施設の管理等

一団地の津波防災
拠点市街地形成施設に関す

る都市計画

（推進計画区域内における特例）

道 警 害警 が

都道府県知事又は市町村長は、盛土構造物、閘門等の津波防護施設の新設、改良その他の管理を行う。

津波防護施設の管理等

津波災害警戒区域及び津波災害特別警戒区域の指定

・都道府県知事は、警戒避難体制を特に整備すべき土地の区域を、津波災害警戒区域として指定することができる。

・都道府県知事は、警戒区域のうち、津波災害から住民の生命及び身体を保護するために一定の開発行為及び建築を制限すべき土地
の区域を、津波災害特別警戒区域として指定することができる。 1
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基本指針の概要 

 

津波防災地域づくりを総合的に推進するための基本的な指針として国土交通大臣が定める。 

基 本 指 針 と は 

記 載 事 項 
 
 

○ 東日本大震災の経験や津波対策推進法を踏まえた対応 

○ 最大クラスの津波が発生した際も「なんとしても人命を守る」 
○ ハード・ソフトの施策を総動員させる「多重防御」 
○ 地域活性化も含めた総合的な地域づくりの中で効果的に推進 

○ 津波に対する住民等の意識を常に高く保つよう努力 

 
 

 

○ 津波対策の基礎となる津波浸水想定の設定等のための調査 

○ 都道府県が、国・市町村と連携・協力して計画的に実施 

○ 海域・陸域の地形、過去に発生した地震・津波に係る地質等、
土地利用の状況等を調査 

○ 広域的な見地から必要なもの（航空レーザ測量等）については
国が実施 

 

○ 都道府県知事が、最大クラスの津波を想定し、悪条件下を前
提に浸水の区域及び水深を設定 

○ 津波浸水シミュレーションに必要な断層モデルは、中央防災会
議等の検討結果を参考に国が提示 

○ 中央防災会議等で断層モデルが検討されていない海域でも、
今後、過去の津波の痕跡調査等を実施し、逆算して断層モデル
を設定 

○ 広報、印刷物配布、インターネット等により、住民等に十分周知 

 

 

＜津波災害警戒区域＞ 
 

○ 住民等が津波から「逃げる」ことができるよう警戒避難体制を
特に整備するため、都道府県知事が指定する区域 

○ 避難施設や特別警戒区域内の制限用途の建築物に制限を加
える際の基準となる水位（基準水位）の公示 

○ 警戒区域内で市町村が以下を措置。 

 － 実践的な内容を盛り込んだ市町村防災計画の作成・避難訓 
練の実施 

 － 住民の協力等による津波ハザードマップの作成・周知 

 － 指定・管理協定により、地域の実情に応じて避難施設を確保 

 － 社会福祉施設等で避難確保計画の作成・避難訓練の実施 
 

＜津波災害特別警戒区域＞ 
 

○ 防災上の配慮を要する者等が建築物の中に居ても津波を「避
ける」ことができるよう、都道府県知事が指定する区域 

○ 生命・身体に著しい危害が生ずる恐れがあり、一定の建築行
為・開発行為を制限すべき区域を指定 

○ 指定の際には、公衆への縦覧、関係市町村の意見聴取等に
より、地域の実情を勘案し、地域住民の理解を深めつつ実施 

１．津波防災地域づくりの推進に関する基本的な事項 

２．基礎調査について指針となるべき事項 

３．津波浸水想定の設定について指針となるべき事項 

５．警戒区域・特別警戒区域の指定について指針となるべき事項 

 

 

○ 市町村が、ハード・ソフトの施策を組み合わせ、津波防災地域
づくりの姿を地域の実情に応じて総合的に描く 

○ 既存のまちづくりに関する方針等との整合性を図る 
 
 

○ ハード事業と警戒区域の指定等のソフト施策を効果的に連携 

○ 効率性を考えた津波防護施設の整備 

○ 防災性と生活の利便性を備えた市街地の形成 

○ 民間施設も活用して避難施設を効率的に確保 

○ 記載する事業等の関係者とは、協議会も活用して十分に調整 

○ 対策に必要な期間を考慮して将来の危機に対し効果的に対応 

４．推進計画の作成について指針となるべき事項 

右上に続く 
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京都府地域防災計画 震災対策計画編（抜粋）

第１編 総 則

第 ４ 章 震 災 の 想 定

第２節 被 害 予 測

第３ 津波の予測

若狭湾内断層地震による津波の最大波高は以下のように予測され、京都府沿岸で最も大きな波高が発生す

るのは舞鶴市風島付近（地点番号27）で110 ㎝程度となっている。

しかしながら、京都府沿岸から遠く離れたプレート境界で起こる地震をはじめ、日本海で起きる地震によ

る津波では、気象や地形的な要素も加わり、予測できない波高が観測される場合も考えられる。



津波高さ想定

地点番号 地点名 高さ(cm)

1 京丹後市箱石付近 10

2 京丹後市琴引浜付近 12

3 京丹後市間人付近 10

4 京丹後市久僧(きゅうそ)付近 20

5 京丹後市経ヶ岬付近 24

6 伊根町鯛崎付近 45

7 伊根町青島付近 45

8 宮津市里波見(さとはみ)付近 50

9 宮津市黒崎付近 40

10 宮津市江尻付近 45

11 宮津市文殊付近 50

12 宮津市宮津付近 44

13 宮津市獅子(ちし)付近 48

14 宮津市片島付近 60

15 宮津市無双ヶ鼻付近 80

16 宮津市機崎（はたざき）付近 60

17 宮津市由良浜付近 60

18 舞鶴市神崎付近 85

19 舞鶴市金ヶ岬（かながみさき）付近 60

20 舞鶴市博奕岬付近 65

21 舞鶴市瀬崎付近 70

22 舞鶴市三浜付近 67

23 舞鶴市小橋(おばせ)付近 68

24 舞鶴市野原付近 68

25 舞鶴市高島付近 65

26 舞鶴市成生岬(なりゅうみさき)付近 68

27 舞鶴市風島付近 110
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参考４－６

京都府地域防災計画 一般計画編（抜粋）

第 ２ 編 災 害 予 防 計 画

第１章 気象等観測・予報計画（各機関）

第２節 計 画 の 内 容
第８ 火山現象警報等

京都府内に影響を及ぼすような火山噴火、降灰等が生じた場合、被害を軽減するため噴火警報・予報、降灰

予報、火山ガス予報等(以降、火山現象警報等と呼ぶ）を発表し、京都地方気象台から防災情報提供システム

により、京都府防災・原子力安全課、ＮＨＫ京都放送局、第八管区海上保安本部、舞鶴海上保安部へ通知する。

火山現象警報等の経路図を「火山現象警報等に関する情報伝達経路図」に示す。

噴火警報に関する情報伝達経路図

舞 京 都 市
鶴 防 向 日 市
海 災 長 岡 京 市
洋 ・ 大 山 崎 町
気 原 宇 治 市
象 子 知事直轄組織 京 城 陽 市
台 力 総 務 部 都 久 御 山 町
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